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別
件
で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
再
審
請
求
人
の
届
出
住
居
に
宛
て
て
行
っ
た
同
人
に
対
す
る
再
審
請

求
棄
却
決
定
謄
本
の
付
郵
便
送
達
が
有
効
と
さ
れ
た
事
例

中　

 

村　

 

真　

利　

子

平
成
二
六
年
（
し
）
第
五
六
七
号
、
再
審
請
求
棄
却
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告

事
件
、
最
高
裁
判
所
平
成
二
七
年
三
月
二
四
日
第
二
小
法
廷
決
定
、
刑
集
六
九
巻
二
号
五
〇
六
頁
、
裁
時
一
六

二
五
号
五
頁
、
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
判
タ
一
四
一
七
号
九
七
頁
、
判
時
二
二
七
二
号
一
四
三
頁

　
【
事
実
の
概
要
】

　

申
立
人
は
、
京
都
刑
務
所
で
服
役
中
の
平
成
二
一
年
七
月
に
本
件
再
審
請
求
を
し
、
原
々
審
（
大
阪
地
方
裁
判
所
）
か
ら
の
求
意
見
に
対
し
て
意
見
書

を
提
出
し
た
後
、
平
成
二
二
年
九
月
、
同
刑
務
所
を
出
所
し
、
原
々
審
に
対
し
、
住
居
を
川
崎
市
内
の
ア
パ
ー
ト
に
変
更
し
た
た
め
以
後
裁
判
所
か
ら
の

書
面
は
同
所
に
送
付
さ
れ
た
い
旨
の
住
居
変
更
の
届
出
書
を
住
民
票
の
写
し
と
と
も
に
提
出
し
た
。



二
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原
々
審
は
、
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
、
本
件
再
審
請
求
を
棄
却
し
、
同
年
四
月
二
日
、
そ
の
決
定
謄
本
を
前
記
届
出
住
居
に
宛
て
て
郵
便
に
よ
り
送

達
す
る
手
続
を
し
た
が
、「
あ
て
所
に
尋
ね
あ
た
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
理
由
で
返
送
さ
れ
た
た
め
、
申
立
人
が
提
出
し
た
住
民
票
に
つ
い
て
、
嘱
託
調
査
に

よ
り
そ
の
後
の
異
動
が
届
け
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
同
年
六
月
五
日
、
前
記
決
定
謄
本
を
前
記
届
出
住
居
に
宛
て
て
書
留
郵
便
に
付

し
て
送
達
し
た
（
以
下
「
本
件
付
郵
便
送
達
」
と
い
う
。）。

　

他
方
、
申
立
人
は
、
平
成
二
三
年
四
月
、
別
件
で
逮
捕
、
勾
留
さ
れ
て
起
訴
さ
れ
、
本
件
付
郵
便
送
達
当
時
は
、
横
浜
拘
置
支
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
。

申
立
人
は
、
平
成
二
六
年
六
月
、
原
々
審
に
対
し
て
、
本
件
再
審
請
求
の
審
理
の
進
捗
状
況
を
尋
ね
、
同
月
一
一
日
、
原
々
審
の
書
記
官
か
ら
受
け
た
事

務
連
絡
に
よ
り
、
原
々
決
定
の
存
在
を
知
り
、
同
月
一
六
日
、
原
々
決
定
に
対
し
て
即
時
抗
告
を
申
し
立
て
た
。

　

原
審
（
大
阪
高
等
裁
判
所
）
は
、
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
九
日
、
刑
訴
法
五
四
条
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
民
訴
法
一
〇
七
条
一
項
に
基
づ
き
、
本
件
付
郵

便
送
達
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
本
件
即
時
抗
告
は
、
そ
の
提
起
期
間
を
経
過
し
た
後
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ

を
棄
却
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
申
立
人
は
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
申
立
人
の
前
記
届
出
住
居
に
宛
て
て
な
さ
れ
た
本
件
付
郵
便
送
達
は
無
効
で
あ
る
な
ど
と

し
て
、
原
決
定
に
対
し
て
特
別
抗
告
を
申
し
立
て
た
。

　
【
決
定
要
旨
】

　

抗
告
棄
却
。

　

最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
は
、
本
件
抗
告
の
趣
意
は
、
単
な
る
法
令
違
反
の
主
張
で
あ
っ
て
、
刑
訴
法
四
三
三
条
の
抗
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
た

上
で
、
原
々
決
定
謄
本
送
達
の
有
効
性
に
関
し
、
職
権
で
、
以
下
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

　
「
前
記
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
申
立
人
は
、
自
ら
再
審
請
求
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
記
住
居
変
更
の
届
出
書
を
提
出
し
た
後
、
原
々
決
定
謄
本
に

つ
い
て
本
件
付
郵
便
送
達
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
裁
判
所
に
対
し
て
住
居
等
の
変
更
届
出
や
連
絡
を
し
て
こ
な
か
っ
た
一
方
で
、
原
々
審
は
、
申
立
人
の
所
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在
を
把
握
で
き
ず
、
他
に
申
立
人
が
別
件
で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
端
緒
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
で

は
、
本
件
付
郵
便
送
達
は
、
刑
訴
規
則
六
二
条
一
項
の
住
居
、
送
達
受
取
人
等
の
届
出
を
申
立
人
が
怠
っ
た
こ
と
を
理
由
に
同
規
則
六
三
条
一
項
に
よ
り

申
立
人
本
人
を
受
送
達
者
と
し
て
前
記
届
出
住
居
に
宛
て
て
行
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
再
審
請
求
を
し
て
い
る
申
立
人
が
実
際
に
は
別
件

で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
有
効
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
原
決
定
は
、
刑
訴
法
五
四
条
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
民
訴
法
一
〇
七
条
が
規
定
す
る
書
留
郵
便
に
付
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
本

件
付
郵
便
送
達
を
適
法
と
し
た
点
で
法
令
の
解
釈
適
用
の
誤
り
が
あ
る
が
、
こ
の
誤
り
は
原
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
は
い
え
な
い
。」

　
【
検　

討
】

　

一　

問
題
の
所
在

　
本
件
は
、
別
件
で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
再
審
請
求
人
の
届
出
住
居
に
宛
て
て
行
っ
た
同
人
に
対
す
る
再
審
請
求
棄
却
決
定

謄
本
の
付
郵
便
送
達
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
（
１
）。

　

送
達
と
は
、
訴
訟
上
の
書
類
の
内
容
を
訴
訟
関
係
人
に
了
知
さ
せ
る
た
め
、
一
定
の
方
式
に
従
っ
て
行
う
裁
判
機
関
の
訴
訟
行
為
で
あ

り（２
）、
例
え
ば
、
裁
判
書
の
謄
本
の
送
達
は
、
公
判
廷
に
お
い
て
宣
告
す
る
場
合
を
除
い
て
、
裁
判
の
告
知
と
い
う
機
能
を
果
た
す
（
刑
訴

規
則
三
四
条
）。
送
達
は
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
（
以
下
「
受
送
達
者
」
と
い
う
。）
に
送
達
す
べ
き
書
類
を
交
付
し
て
行
う
の
が
原
則
で
あ

る
が
（
刑
訴
法
五
四
条
・
民
訴
法
一
〇
一
条
）、
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
に
よ
り
、
被
告
人
等
、
住
居
等
の
届
出
義
務
を
負
う
者
が
、
そ
の
届

出
を
し
な
い
と
き
は
、
書
類
を
書
留
郵
便
（
３
）に
付
し
て
送
達
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
書
類
を
書
留
郵
便
に
付

し
た
時
、
つ
ま
り
、
郵
便
局
が
書
類
を
書
留
郵
便
と
し
て
受
理
し
た
時
（
４
）に
、
送
達
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
同
条
二
項
）。
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上
訴
の
提
起
期
間
は
、
裁
判
が
告
知
さ
れ
た
日
か
ら
進
行
す
る
の
で
（
刑
訴
法
三
五
八
条
）、
本
件
付
郵
便
送
達
が
有
効
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
本
件
再
審
請
求
棄
却
決
定
（
刑
訴
法
四
四
七
条
一
項
）
に
対
す
る
即
時
抗
告
（
刑
訴
法
四
五
〇
条
）
の
提
起
期
間
は
、
本
件
付
郵
便
送
達

が
な
さ
れ
た
平
成
二
四
年
六
月
五
日
か
ら
進
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
提
起
期
間
で
あ
る
三
日
（
刑
訴
法
四
二
二
条
）
を
経
過
し
て
、
平

成
二
六
年
六
月
一
六
日
に
な
さ
れ
た
本
件
即
時
抗
告
は
不
適
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
５
）。

　

本
件
付
郵
便
送
達
が
有
効
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
申
立
人
に
刑
訴
規
則
六
二
条
一
項
の
住
居
等
の
届
出
義
務
違
反
が
あ
る
と
い
え
る
必

要
が
あ
る
が
、
同
条
三
項
に
よ
り
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
（
以
下
「
被
収
容
者
」
と
い
う
。）
に
は
、
住
居
等
の
届
出
義
務
が
な

い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
件
で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
申
立
人
に
、
住
居
等
の
届
出
義
務
違
反
が
あ
る
と
い
え
る
か
ど
う

か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
付
郵
便
送
達
は
、
訴
訟
手
続
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
た
め
、
た
と
え
書
類
が
到
達
し
な
く
て
も
送
達
の
効
力

を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
通
常
の
場
合
に
は
必
ず
や
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
得
る
か
ら
で
あ
る
（
６
）。
そ
う
す
る

と
、
付
郵
便
送
達
に
お
い
て
は
、
そ
の
宛
先
が
真
実
の
住
居
等
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
宛
人
が
正
し
い
受
送
達
者
で
あ
る
こ
と
が
想

定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
刑
訴
法
五
四
条
が
準
用
す
る
民
訴
法
一
〇
二
条
三
項
で
は
、
被
収
容
者
に
対
す
る
送
達
は
、
刑
事
施
設

の
長
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
被
収
容
者
た
る
申
立
人
を
名
宛
人
と
し
て
、
従
前
の
届
出
住
居
に
宛
て
て
付
郵
便
送
達
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
も
問
題
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
被
収
容
者
の
住
居
等
の
届
出
義
務
、
及
び
被
収
容
者
に
対
す
る
送
達
の
名
宛
人
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加

え
る
こ
と
と
す
る
。
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二　

被
収
容
者
の
住
居
等
の
届
出
義
務

　

付
郵
便
送
達
は
、
被
告
人
等
の
住
居
等
の
届
出
義
務
違
反
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
被
収
容
者
に
は
、
住
居
等
の
届
出
義
務
が

課
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
文
献
は
少
な
く
、
被
収
容
者
の
住
居
等
の
届
出
義
務
を
免
除
す
る
刑
訴
規
則
六
二
条

三
項
と
同
趣
旨
の
（
７
）旧
刑
訴
法
七
五
条
三
項
に
関
し
、
被
収
容
者
に
つ
い
て
は
「
全
く
其
の
要
な
き
も
の
な
れ
ば
之
が
届
出
を
為
す
の
必
要

な
し（８
）」
と
い
っ
た
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

　

刑
訴
規
則
六
二
条
一
項
が
、
被
告
人
等
に
対
し
て
住
居
等
の
届
出
義
務
を
課
す
趣
旨
に
つ
い
て
、
東
京
高
判
昭
和
五
六
年
九
月
三
日

（
東
高
刑
時
報
三
二
巻
九
号
五
七
頁
）
は
、「
裁
判
所
か
ら
す
る
書
類
の
送
達
を
受
け
る
宛
先
を
被
告
人
の
意
思
に
か
か
ら
せ
」
る
こ
と
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
訴
訟
手
続
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
こ
と
に
加
え
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
も
含
む
も
の
と
す
れ
ば
、
被
収
容
者
に
対

す
る
送
達
は
、
刑
訴
法
五
四
条
が
準
用
す
る
民
訴
法
一
〇
二
条
三
項
に
よ
り
、
刑
事
施
設
の
長
に
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
書
類
の
送

達
を
受
け
る
宛
先
を
そ
の
意
思
に
か
か
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
刑
訴
規
則
六

二
条
三
項
に
よ
り
住
居
等
の
届
出
義
務
が
免
除
さ
れ
る
被
収
容
者
は
、
当
該
事
件
に
よ
っ
て
収
容
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
と

い
う
見
解
も
あ
り
（
９
）、
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
本
件
申
立
人
に
つ
い
て
も
、
被
収
容
者
で
あ
る
以
上
、
住
居
等
の
届
出
義
務
は
な
い
と
い
え

る
。

　

も
っ
と
も
、
本
件
申
立
人
に
住
居
等
の
届
出
義
務
が
な
い
と
す
る
と
、
刑
訴
法
五
四
条
が
準
用
す
る）10
（

民
訴
法
一
〇
七
条
一
項
一
号
に
基

づ
き
、
住
居
等
に
お
け
る
送
達
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
、
当
該
住
居
等
に
宛
て
て
付
郵
便
送
達
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
民
訴

法
一
〇
七
条
一
項
一
号
に
基
づ
く
付
郵
便
送
達
に
お
い
て
は
、
送
達
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
場
所
は
正
し
い
送
達
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
返
送
の
理
由
が
「
転
居
先
不
明
」
や
「
あ
て
所
に
尋
ね
あ
た
ら
ず
」
の
場
合
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る）11
（

。
そ
う
す
る
と
、
申
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立
人
を
名
宛
人
と
し
て
送
達
さ
れ
た
再
審
請
求
棄
却
決
定
謄
本
が
、「
あ
て
所
に
尋
ね
あ
た
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
理
由
で
返
送
さ
れ
た
本

件
で
は
、
民
訴
法
一
〇
七
条
一
項
一
号
に
基
づ
く
付
郵
便
送
達
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
、
本
決
定
は
、
本
件
付
郵
便
送
達
に
つ
い
て
、
申
立
人
が
刑
訴
規
則
六
二
条
一
項
の
住
居
等
の
届
出
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
を
理

由
に
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
有
効
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
収
容
者
の
住
居
等
の

届
出
義
務
に
つ
い
て
直
接
言
及
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
本
件
申
立
人
に
関
し
て
は
、
被
収
容
者
で
あ
っ
て
も
、
住
居
等

の
届
出
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る）12
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
刑
訴
規
則
六
二
条
三
項
に
よ
っ
て
被
収
容
者
が
住
居
等
の
届
出
義
務
を
免
除
さ
れ
る
の
は
、
裁
判
所
に
と
っ
て
そ

の
所
在
が
明
ら
か
で
あ
る
範
囲
、
つ
ま
り
、
当
該
事
件
が
係
属
し
て
い
る
受
訴
裁
判
所
と
の
関
係
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
裁
判
所
と

の
関
係
で
は
、
な
お
住
居
等
の
届
出
義
務
を
負
う
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）13
（

。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
別
件

で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
本
件
申
立
人
に
つ
い
て
は
、
本
件
再
審
請
求
を
管
轄
し
た
大
阪
地
方
裁
判
所
と
の
関
係
で
は
、
い
ま
だ

変
更
後
の
住
居
等
の
届
出
義
務
を
免
れ
ず
、
別
件
で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
旨
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
ろ

う
）
14
（

。

　

三　

被
収
容
者
に
対
す
る
送
達
の
名
宛
人

　

被
収
容
者
に
対
す
る
送
達
に
つ
い
て
、
刑
事
施
設
の
長
を
受
送
達
者
と
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
被
収
容
者
を
名
宛
人
と

し
て
、
そ
の
住
居
等
に
送
達
す
れ
ば
、
本
人
へ
の
交
付
に
代
え
て
、
本
人
と
一
定
の
関
係
に
あ
り
、「
書
類
の
受
領
に
つ
い
て
相
当
の
わ

き
ま
え
の
あ
る
」
者
に
対
す
る
補
充
送
達
（
刑
訴
法
五
四
条
・
民
訴
法
一
〇
六
条
）
に
よ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
本
人
が
書
類
を
入
手
す
る
の
に
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時
間
を
要
す
る
上
、
刑
事
施
設
を
送
達
場
所
と
し
て
本
人
に
交
付
す
る
こ
と
は
、
刑
事
施
設
内
の
秩
序
維
持
の
た
め
外
部
と
の
通
信
に
制

限
を
加
え
て
い
る
刑
事
収
容
施
設
法
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）15
（

。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
当
然
別
件
を

想
定
し
て
い
る
民
事
手
続
だ
け
で
は
な
く
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
、
当
該
事
件
で
収
容
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
被
収
容
者

の
住
居
等
に
お
い
て
本
人
を
名
宛
人
と
し
て
し
た
送
達
は
、
原
則
と
し
て
無
効
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　

民
事
判
例
と
し
て
は
、
民
訴
法
一
〇
二
条
三
項
に
相
当
す
る
旧
々
民
訴
法
一
四
〇
条
に
つ
い
て
、
大
決
明
治
四
三
年
三
月
三
〇
日
（
民

録
一
六
輯
二
四
四
頁
）
は
、
被
収
容
者
に
対
す
る
送
達
は
全
て
刑
事
施
設
の
長
に
宛
て
て
行
わ
せ
る
趣
旨
で
あ
る
と
し
て
、
当
事
者
が
訴
訟

中
に
被
収
容
者
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
た
と
え
そ
の
届
出
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
人
に
対
す
る
送
達
は
刑
事
施
設
の
長
に
宛

て
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
住
居
に
お
い
て
妻
に
対
し
て
し
た
補
充
送
達
は
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
同
じ
く
民
訴
法

一
〇
二
条
三
項
に
相
当
す
る
旧
民
訴
法
一
六
八
条
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
五
一
年
五
月
二
五
日
（
裁
判
集
民
一
一
七
号
五
三
九
頁
）
は
、
控

訴
状
に
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
た
な
ど
、
第
一
審
判
決
書
の
送
達
当
時
、
当
事
者
が
被
収
容
者
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
り
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
住
居
に
お
い
て
同
人
を
受

送
達
者
と
し
て
さ
れ
た
送
達
は
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　

刑
事
判
例
を
み
る
と
、
刑
訴
法
五
四
条
の
準
用
に
係
る
旧
民
訴
法
一
六
八
条
に
つ
い
て
、
最
決
昭
和
三
三
年
二
月
四
日
（
裁
判
集
刑
一

二
三
号
一
六
三
頁
）
は
、
保
釈
決
定
後
、
保
釈
金
未
納
の
た
め
な
お
勾
留
中
で
あ
っ
た
被
告
人
に
対
す
る
送
達
は
、
刑
事
施
設
の
長
に
宛

て
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
住
居
に
お
い
て
家
族
に
対
し
て
し
た
上
告
趣
意
書
最
終
提
出
日
の
告
知
は
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
て

い
る
。

　

ほ
か
に
、
付
郵
便
送
達
に
お
い
て
、
そ
の
宛
先
が
真
実
の
住
居
等
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
名
宛
人
が
正
し
い
受
送
達
者
で
あ
る
こ
と
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が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
得
る
問
題
と
し
て
は
、
所
在
不
明
者
に
対
す
る
送
達
が
あ
る
。
本
件
の
よ
う
に
、
被
告
人
等
が
刑
事

施
設
に
収
容
さ
れ
、
そ
の
事
実
が
裁
判
所
に
明
ら
か
で
な
い
場
合
と
、
被
告
人
等
が
自
ら
所
在
不
明
と
な
っ
た
場
合
と
を
一
様
に
論
ず
る

こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
裁
判
所
に
そ
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
類
似
す
る
点
も
あ
る
た
め
、
所
在
不
明
者

の
従
前
の
住
居
等
に
お
い
て
し
た
送
達
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。

　

ま
ず
、
民
事
判
例
で
は
あ
る
が
、
大
判
昭
和
六
年
六
月
二
四
日
（
裁
判
例
五
巻
一
二
六
頁
）
は
、
付
郵
便
送
達
の
宛
先
が
真
実
の
住
居
等

で
な
い
と
き
は
、
そ
の
送
達
は
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
て
お
り
、
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
等
が
所
在
不
明
で
あ
る
場
合
に
は
、
従

前
の
住
居
等
は
も
は
や
送
達
を
す
べ
き
場
所
と
は
い
え
ず
、
送
達
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
場
所
が
真
実
の
住
居
等
で
な
い
以
上
、
付
郵
便

送
達
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る）16
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
住
居
等
の
届
出
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
被
告
人

等
が
所
在
不
明
と
な
っ
た
場
合
に
、
裁
判
所
が
真
実
の
住
居
等
を
調
査
し
て
、
そ
の
場
所
に
宛
て
て
付
郵
便
送
達
を
し
な
け
れ
ば
無
効
で

あ
る
と
す
る
と
、
住
居
等
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
比
べ
て
裁
判
所
が
過
大
な
調
査
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
り
、
訴
訟
手
続
の
円
滑
な
進

行
を
図
ろ
う
と
す
る
付
郵
便
送
達
の
趣
旨
と
矛
盾
す
る
と
し
て
、
訴
訟
記
録
そ
の
他
の
資
料
か
ら
住
居
等
と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
宛
て
て

し
た
付
郵
便
送
達
は
有
効
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
有
力
で
あ
る）17
（

。

　

刑
事
判
例
と
し
て
、
最
決
昭
和
二
九
年
三
月
二
〇
日
（
刑
集
八
巻
三
号
二
八
〇
頁
）
は
、
被
告
人
が
保
釈
の
制
限
住
居
に
居
住
し
て
い
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
事
実
が
裁
判
所
に
明
白
で
な
い
限
り
、
当
該
制
限
住
居
に
お
い
て
同
居
人
と
目
さ
れ
る
者
に
対
し
て
し
た
補

充
送
達
は
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
昭
和
二
九
年
決
定
に
関
し
て
、
調
査
官
解
説
で
は
、「
本
来
被
告
人
は
、
書
類
の
送
達
を
受
け
る

た
め
に
裁
判
所
に
住
所
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
の
に
…
…
こ
れ
を
怠
り
、
し
か
も
、
民
事
の
場
合
と
異
つ
て
、
被
告

人
は
刑
を
免
れ
る
た
め
又
は
そ
の
他
の
理
由
で
住
所
を
転
々
と
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
場
合
に
裁
判
所
が
一
々
被
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告
人
の
住
所
を
実
体
的
に
調
査
し
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
な
ら
ば
到
底
送
達
手
続
の
円
滑
は
期
し
難
い
こ
と
と
な
る
。
…
…
そ
の

住
所
を
く
ら
ま
し
た
の
は
被
告
人
自
身
で
あ
り
、
非
が
彼
に
あ
る
場
合
…
…
に
ま
で
一
切
の
労
力
と
責
任
を
裁
判
所
に
負
担
さ
せ
る
の
は

不
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）18
（

。

　

付
郵
便
送
達
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
最
決
平
成
一
二
年
六
月
二
七
日
（
刑
集
五
四
巻
五
号
四
四
五
頁
）
及
び
最
決
平
成
一
九
年
四
月

九
日
（
刑
集
六
一
巻
三
号
三
二
一
頁
）
が
あ
る
。
平
成
一
二
年
決
定
は
、
被
告
人
が
控
訴
審
に
お
い
て
住
居
と
は
認
め
難
い
場
所
を
送
達
場

所
と
し
て
届
け
出
た
上
、
上
告
を
申
し
立
て
な
が
ら
、
住
居
等
を
届
け
出
ず
、
上
告
審
宛
て
の
弁
護
人
選
任
回
答
書
に
も
当
該
届
出
住
居

を
記
載
し
た
な
ど
の
場
合
に
は
、
当
該
届
出
住
居
に
宛
て
て
な
さ
れ
た
上
告
趣
意
書
差
出
最
終
日
通
知
書
等
の
付
郵
便
送
達
は
有
効
で
あ

る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
平
成
一
九
年
決
定
は
、
第
一
審
の
無
罪
判
決
に
対
し
て
検
察
官
が
控
訴
を
申
し
立
て
た
事
案

で
あ
る
が
、
控
訴
申
立
通
知
書
の
送
達
を
受
け
た
被
告
人
が
、
住
居
等
を
届
け
出
ず
、
控
訴
審
係
属
中
に
所
在
不
明
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
従
前
居
住
し
て
お
り
、
送
達
さ
れ
た
書
類
を
異
議
な
く
受
領
し
て
い
た
場
所
に
宛
て
て
な
さ
れ
た
公
判
期
日
召
喚
状
等
の
付
郵
便
送

達
は
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　

平
成
一
二
年
決
定
に
関
し
、
調
査
官
解
説
で
は
、
住
居
等
の
届
出
義
務
に
違
反
し
て
届
出
を
し
て
い
な
い
被
告
人
に
つ
い
て
、
訴
訟
手

続
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
と
い
う
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
の
趣
旨
や
、
不
利
益
を
甘
受
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
被
告
人

の
態
度
か
ら
、
付
郵
便
送
達
を
有
効
と
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る）19
（

。
さ
ら
に
、
平
成
一
九
年
決
定
の
調
査
官
解
説
で
は
、
付
郵
便
送

達
の
要
件
と
し
て
の
住
居
等
の
届
出
義
務
違
反
の
問
題
と
、
付
郵
便
送
達
の
宛
先
を
決
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
刑
訴
規
則
六
三
条

一
項
の
趣
旨
及
び
被
告
人
の
帰
責
事
由
の
問
題
と
に
分
け
た
上
で
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
検
察
官
控
訴
の
場
合
に
お
い
て
も
、
控
訴
申
立

通
知
書
の
送
達
が
あ
っ
た
時
点
で
被
告
人
の
住
居
等
の
届
出
義
務
が
認
め
ら
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
自
己
に
対
す
る
事
件
が
控
訴
審
に
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係
属
中
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
自
ら
所
在
不
明
と
な
っ
た
よ
う
な
、
控
訴
審
の
審
判
に
無
関
心
で
手
続
の
進
行
に
協
力
的
で
な

い
被
告
人
は
、
あ
る
程
度
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）20
（

。

　

こ
れ
ら
は
、
一
度
も
住
居
等
の
届
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
場
合
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
が
、
被
告
人
等
が
、
一
旦
住
居
等

を
届
け
出
た
後
で
所
在
不
明
と
な
っ
た
場
合
に
、
付
郵
便
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
も
、
併
せ
て
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
新
た
な
住
居
等
の
届
出
義
務
に
違
反
し
た
も
の
と
し
て
、
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
に
基
づ
き
、
従
前
の
届
出
住
居
等
に
宛
て
て
付

郵
便
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解）21
（

と
、
従
前
の
届
出
の
効
力
が
失
わ
れ
る
た
め
に
、
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
に
基
づ
き
、
記
録

上
認
め
ら
れ
る
住
居
等
に
宛
て
て
付
郵
便
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解）22
（

が
あ
り
、
記
録
上
住
居
等
と
認
め
ら
れ
る
場
所
が
従
前

の
届
出
住
居
等
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、
両
説
は
一
致
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る）23
（

。

　

文
言
上
、
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
に
基
づ
く
付
郵
便
送
達
は
、
刑
訴
規
則
六
二
条
一
項
の
住
居
等
の
届
出
義
務
違
反
が
あ
れ
ば
行
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
は
、
所
在
不
明
者
に
対
す
る
付
郵
便
送
達
に
つ
い
て
慎
重
な
運
用
を
求
め
つ
つ

も
、
訴
訟
手
続
の
円
滑
な
進
行
と
い
う
趣
旨
に
則
り
、
裁
判
所
の
調
査
義
務
と
被
告
人
等
の
帰
責
事
由
と
の
均
衡
か
ら）24
（

、
相
手
方
が
不
利

益
を
受
け
て
も
や
む
を
得
な
い
と
い
え
る
場
合
に
は
、
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
に
基
づ
く
付
郵
便
送
達
を
認
め
よ
う
と
す
る
傾
向
に
あ
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
均
衡
論
が
、
被
収
容
者
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
調
査
義
務
を
果
た
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず）25
（

、
そ
の
所
在
が
知
れ
ず
、
刑
事
施
設
の
長
に
宛
て
て
送
達
す
べ
き
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お

い
て
、
被
収
容
者
に
も
帰
責
事
由
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
従
前
の
届
出
住
居
等
又
は
記
録
上
認
め
ら
れ
る
住
居
等
に
宛
て
て
付
郵
便
送

達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　

本
決
定
に
つ
い
て
み
る
と
、
嘱
託
調
査
に
よ
っ
て
も
、「
申
立
人
の
所
在
を
把
握
で
き
ず
、
他
に
申
立
人
が
別
件
で
刑
事
施
設
に
収
容
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さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
端
緒
も
な
か
っ
た
」
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
調
査
義
務
を
果
た
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

所
在
が
知
れ
ず
、
刑
事
施
設
の
長
に
宛
て
て
送
達
す
べ
き
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、「
申
立
人
は
、

自
ら
再
審
請
求
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
記
住
居
変
更
の
届
出
書
を
提
出
し
た
後
、
原
々
決
定
謄
本
に
つ
い
て
本
件
付
郵
便
送
達
が

な
さ
れ
る
ま
で
、
裁
判
所
に
対
し
て
住
居
等
の
変
更
届
出
や
連
絡
を
し
て
こ
な
か
っ
た
」
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
申
立
人
の
帰
責
事

由
を
示
し
て
い
る
も
の
と
も
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
帰
責
事
由
は
、
平
成
一
二
年
決
定
及
び
平
成
一
九
年
決
定
で
不
利
益
を
受
け
て
も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
さ

れ
た
態
度
と
類
似
す
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
昭
和
二
九
年
決
定
の
調
査
官
解
説
で
は
、
被
告
人
等
が
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
よ

う
な
場
合
は
、
国
家
側
の
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
等
に
非
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が）26
（

、
本
決
定

は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
本
件
申
立
人
は
、
自
ら
従
前
の
届
出
住
居
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
か
つ
、
裁

判
所
へ
の
住
居
等
の
届
出
を
妨
げ
る
事
情
は
な
い）27
（

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
更
届
出
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
、
非
を
認
め
る
も
の
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
届
出
住
居
に
宛
て
て
送
達
し
た
再
審
請
求
棄
却
決
定
謄
本
が
「
あ
て
所
に
尋
ね
あ
た
り
ま
せ
ん
」
と
い

う
理
由
で
返
送
さ
れ
た
後
、
申
立
人
が
提
出
し
た
住
民
票
に
つ
い
て
、
嘱
託
調
査
に
よ
り
そ
の
後
の
異
動
が
届
け
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
前
の
届
出
住
居
又
は
記
録
上
認
め
ら
れ
る
住
居
と
し
て
、
当
該
届
出
住
居
に
宛
て
て
付
郵
便
送
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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四　

本
決
定
の
意
義

　

本
決
定
は
、
一
旦
住
居
を
届
け
出
た
後
に
別
件
で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
再
審
請
求
人
に
つ
い
て
、
刑
訴
規
則
六
二
条
一
項
の
住
居

等
の
届
出
義
務
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
申
立
人
に
お
い
て
は
変
更
届
出
を
せ
ず
、
裁
判
所
に
お
い
て
は
嘱
託
調
査
に
よ
っ
て
も
そ

の
所
在
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
の
下
で
、
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
に
基
づ
く
付
郵
便
送
達
を
有
効
と
す
る
も
の
で
、
訴
訟
手

続
の
円
滑
な
進
行
を
図
ろ
う
と
す
る
付
郵
便
送
達
の
趣
旨
と
も
合
致
し
、
住
居
等
の
届
出
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
困
難
を

来
す
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
送
達
実
務
に
与
え
る
影
響
は
小
さ
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
民
事
手
続
に
お
け
る
被
収
容
者
に
対
す
る
送
達
の
名
宛
人
に
つ
い
て
、
福
岡
高
決
昭
和
三
三
年
一
月
二
〇
日
（
高
民
一
一

巻
一
号
六
頁
）
は
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
事
実
を
裁
判
所
に
届
け
出
る
か
、
被
収
容
者
で
あ
る
こ
と
が
裁
判
所
に
明
ら
か
で
な

い
限
り
、
本
人
の
住
居
等
に
宛
て
て
付
郵
便
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
即
時
抗
告
の
よ
う
に
不
服
申
立
期
間
が
短
い
場
合
に

お
い
て
は
、
被
収
容
者
の
権
利
を
正
当
に
保
護
し
得
な
い
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
懸
念
は
、
実
質
的
に
訴
訟
関
係
人
が
書
類
の

内
容
を
了
知
す
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
と
さ
れ
る）28
（

刑
事
手
続
に
お
い
て
は
一
層
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
件
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
付
郵
便
送
達
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
な
お
引
き
続
き
慎
重
な
運
用
が
期
待
さ
れ
よ
う
。

（
１
）　

本
決
定
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
駒
田
秀
和
・
曹
時
六
九
巻
四
号
二
〇
五
頁
、
駒
田
秀
和
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
三
号
九
二
頁
、
髙
倉
新
喜
・

法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
二
七
号
一
二
二
頁
。

（
２
）　

松
本
時
夫
ほ
か
編
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
〔
第
四
版
増
補
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
一
三
一
頁
。

（
３
）　
「
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
に
伴
い
、「
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
信

書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
別
に
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
」
に
付
す
る
送
達
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
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が
、
現
実
に
は
、
書
留
郵
便
に
付
す
る
送
達
の
み
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
（
秋
山
幹
男
ほ
か
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅱ
〔
第
二
版
〕』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
六
年
）
三
九
六
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
単
に
「
書
留
郵
便
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
４
）　

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
監
『
刑
事
実
務
（
公
判
準
備
等
）
講
義
案
〔
四
訂
補
訂
版
〕』（
司
法
協
会
、
二
〇
一
二
年
）
三
〇
頁
。

（
５
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
付
郵
便
送
達
が
無
効
で
あ
り
、
申
立
人
が
原
々
決
定
の
存
在
を
知
っ
た
平
成
二
六
年
六
月
一
一
日
（
水
曜
日
）
に
裁
判

の
告
知
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
る
な
ら
ば
、
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
日
で
計
算
す
る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
初
日
が
算
入
さ
れ
ず
（
刑
訴
法

五
五
条
一
項
）、
期
間
の
末
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
等
に
当
た
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
期
間
に
算
入
さ
れ
な
い
の
で
（
同
条
三
項
）、
平
成
二
六

年
六
月
一
六
日
（
月
曜
日
）
に
な
さ
れ
た
本
件
即
時
抗
告
は
適
法
と
な
る
。
な
お
、
原
決
定
は
、
傍
論
で
、
本
件
即
時
抗
告
は
理
由
が
な
い
と
し

て
い
る
か
ら
、
即
時
抗
告
棄
却
と
い
う
結
論
に
影
響
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
刑
訴
法
四
二
六
条
一
項
）。

（
６
）　

最
判
昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
八
日
（
刑
集
五
巻
一
一
号
二
二
五
九
頁
）。

（
７
）　

法
務
庁
『
刑
事
訴
訟
規
則
説
明
書
』（
法
務
庁
、
一
九
四
八
年
）
三
六
頁
。

（
８
）　

赤
羽
熈
『
新
刑
事
訴
訟
法
註
釈
』（
巌
松
堂
、
一
九
二
八
年
）
二
一
〇
頁
。

（
９
）　

上
野
良
典
『
裁
判
例
を
中
心
と
し
た
刑
事
訴
訟
書
類
の
受
理
お
よ
び
送
達
に
関
す
る
研
究
』（
法
曹
会
、
一
九
六
五
年
）
一
一
五
頁
。

（
10
）　

民
訴
法
一
〇
七
条
一
項
一
号
に
相
当
す
る
旧
民
訴
法
一
七
二
条
に
つ
い
て
、
最
決
昭
和
五
二
年
三
月
四
日
（
刑
集
三
一
巻
二
号
六
九
頁
）。

（
11
）　

兼
子
一
ほ
か
『
条
解
民
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
四
八
七
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
届
出
場
所
に
お
け
る
送
達
（
民
訴

法
一
〇
四
条
二
項
）
が
で
き
な
い
場
合
の
付
郵
便
送
達
（
民
訴
法
一
〇
七
条
一
項
二
号
）
に
つ
い
て
は
、
返
送
の
理
由
が
「
不
在
」
の
場
合
だ
け

で
は
な
く
、「
転
居
先
不
明
」
や
「
あ
て
所
に
尋
ね
あ
た
ら
ず
」
の
場
合
に
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
同
四
八
八
頁
）。

（
12
）　

な
お
、
刑
訴
規
則
六
二
条
一
項
は
、「
被
告
人
、
代
理
人
、
弁
護
人
又
は
補
佐
人
」
に
住
居
等
の
届
出
義
務
を
課
し
て
お
り
、
再
審
請
求
人
は

被
告
人
で
は
な
い
が
、
同
項
の
「
被
告
人
」
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
本
人
を
総
称
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る

（
上
野
良
典
ほ
か
「
刑
事
訴
訟
書
類
の
受
理
及
び
送
達
に
関
す
る
研
究
」
書
記
官
実
務
研
究
報
告
書
一
八
巻
二
号
一
九
二
頁
（
一
九
七
九
年
））。

（
13
）　

駒
田
・
前
掲
注（
１
）ジ
ュ
リ
ス
ト
、
九
三
頁
。

（
14
）　

た
だ
し
、
刑
訴
規
則
六
二
条
三
項
の
よ
う
な
免
除
規
定
の
な
い
民
訴
法
一
〇
四
条
一
項
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
場
所
の
届
出
義
務
に
つ
い
て
、

東
京
地
判
平
成
二
七
年
四
月
九
日
（LEX

/D
B25525839

）
は
、
被
収
容
者
に
対
す
る
送
達
の
名
宛
人
を
刑
事
施
設
の
長
と
す
る
民
訴
法
一
〇
二

条
三
項
と
の
関
係
で
、
当
事
者
等
が
、「
一
旦
送
達
場
所
の
届
出
を
し
た
後
に
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
場
合
、
自
己
の
意
思
と
は
関
係
な
く
強
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制
的
に
身
柄
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
収
容
者
に
対
し
送
達
場
所
の
変
更
の
届
出
義
務
を
課
す
こ
と
は
過
度
の
負
担
と
な
り
不
合
理
で
あ
る
。」
と

指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）　

兼
子
ほ
か
・
前
掲
注（
11
）、
四
六
九
頁
。

（
16
）　

辻
辰
三
郎
「
勾
留
に
関
す
る
諸
問
題
」『
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
事
訴
訟
法
⑵
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
七
年
）
一
二
二
頁
、
横
井
大
三
『
刑
訴
裁

判
例
ノ
ー
ト
⑴
捜
査
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
一
五
二
頁
。

（
17
）　

例
え
ば
、
上
野
・
前
掲
注（
９
）、
一
五
一
│
一
五
二
頁
。

（
18
）　

伊
達
秋
雄
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
昭
和
二
九
年
度
）
四
六
│
四
七
頁
。

（
19
）　

朝
山
芳
史
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
一
二
年
度
）
一
二
七
頁
。
平
成
一
二
年
決
定
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
ほ
か
に
、
朝
山
芳

史
・
曹
時
五
四
巻
四
号
二
四
九
頁
、
朝
山
芳
史
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
九
号
九
〇
頁
、
朝
山
芳
史
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
最
高
裁
時
の
判
例
４
）

一
七
六
頁
、
岡
田
悦
典
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
五
七
号
一
〇
八
頁
、
滝
沢
誠
・
法
学
新
報
一
〇
八
巻
一
号
二
一
三
頁
、
渡
邉
修
・
判
例
評
論
五
一
〇

号
五
六
頁
（
判
時
一
七
四
九
号
二
三
四
頁
）。

（
20
）　

井
上
弘
通
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
一
九
年
度
）
一
二
一
│
一
二
六
頁
。
平
成
一
九
年
決
定
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
ほ
か
に
、

井
上
弘
通
・
曹
時
六
二
巻
三
号
二
三
二
頁
、
井
上
弘
道
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
五
号
八
九
頁
、
井
上
弘
道
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
最
高
裁
時
の
判

例
６
）
三
六
七
頁
、
榎
本
雅
記
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
四
号
（
平
成
一
九
年
度
重
要
判
例
解
説
）
二
〇
九
頁
、
榎
本
雅
記
・
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル

一
一
号
一
二
五
頁
、
滝
沢
誠
・
法
学
新
報
一
一
五
巻
一
・
二
号
一
八
一
頁
、
徳
永
光
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
五
号
一
一
〇
頁
。

（
21
）　

河
上
和
雄
ほ
か
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕（
第
一
巻
）』（
立
花
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
六
四
九
頁
〔
香
城
敏
麿
＝
井
上
弘
通
〕、
松
本

ほ
か
・
前
掲
注（
２
）、
一
三
五
│
一
三
六
頁
。

（
22
）　

上
野
ほ
か
・
前
掲
注（
12
）、
二
五
五
頁
、『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕（
第
一
巻
）』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
六
三
〇

頁
〔
中
山
善
房
〕。

（
23
）　

朝
山
・
前
掲
注（
19
）判
例
解
説
、
一
二
一
頁
。
所
在
不
明
者
に
対
す
る
送
達
に
つ
い
て
、
届
出
住
居
等
に
宛
て
て
行
う
と
と
も
に
、
そ
れ
で
足

り
る
と
す
る
裁
判
例
も
あ
る
が
（
前
掲
東
京
高
判
昭
和
五
六
年
九
月
三
日
）、
当
該
届
出
住
居
等
に
お
い
て
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
行
う
付
郵
便
送
達
は
、
刑
訴
規
則
六
三
条
一
項
で
は
な
く
、
刑
訴
法
五
四
条
が
準
用
す
る
民
訴
法
一
〇
七
条
一
項
一
号
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
24
）　

上
野
・
前
掲
注（
９
）、
一
三
二
頁
。
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（
中
村
）

二
八
一

（
25
）　

な
お
、
送
達
場
所
は
、
送
達
事
務
を
取
り
扱
う
裁
判
所
書
記
官
が
訴
訟
記
録
そ
の
他
の
資
料
を
調
査
し
て
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
が
（
上
野
・

前
掲
注（
９
）、
一
二
八
頁
）、
就
業
場
所
に
お
け
る
送
達
（
民
訴
法
一
〇
三
条
二
項
）
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
付
郵
便
送
達
に
あ
た
っ

て
の
調
査
範
囲
に
つ
い
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
九
月
一
〇
日
（
裁
判
集
民
一
八
九
号
七
〇
三
頁
）
は
、「
受
送
達
者
の
就
業
場
所
の
認
定
に
必
要

な
収
集
に
つ
い
て
は
、
担
当
裁
判
所
書
記
官
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
担
当
裁
判
所
書
記
官
と
し
て
は
、
相
当
と
認
め
ら
れ

る
方
法
に
よ
り
収
集
し
た
認
定
資
料
に
基
づ
い
て
、
就
業
場
所
の
存
否
に
つ
き
判
断
す
れ
ば
足
り
る
。
担
当
裁
判
所
書
記
官
が
、
受
送
達
者
の
就

業
場
所
が
不
明
で
あ
る
と
判
断
し
て
付
郵
便
送
達
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
受
送
達
者
の
就
業
場
所
の
存
在
が
事
後
に
判
明
し
た
と
き
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
認
定
資
料
の
収
集
に
つ
き
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
基
づ
く
判
断
が
合
理
性
を
欠
く
な
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
、

右
付
郵
便
送
達
は
適
法
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

（
26
）　

伊
達
・
前
掲
注（
18
）、
四
七
頁
。

（
27
）　

駒
田
・
前
掲
注（
１
）ジ
ュ
リ
ス
ト
、
九
四
頁
。

（
28
）　

上
野
・
前
掲
注（
９
）、
八
七
頁
。

（
日
本
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）


